
生駒市規則第３号 

 生駒市予算規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年１月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市予算規則の一部を改正する規則 

 生駒市予算規則（昭和４０年１月生駒市規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「定める」を「定めるものとする」に改める。 

 第９条の２第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、年間の予算を一括して配当するときは、この限りでない。 

 第１０条第２項及び第３項中「細節」の次に「又は細々節」を加える。 

 第１１条第１項及び第４項中「予算流用・予備費充当伺書」を「予算流用伺書

」に改める。 

 第１２条第１項中「予算流用・予備費充当伺書」を「予備費充当伺書（様式第

３号）」に改める。 

 第１３条第１項中「（様式第３号）」を「（様式第４号）」に改める。 

 第１５条第１項中「（様式第４号）」を「（様式第５号）」に、「（様式第５

号）」を「（様式第６号）」に改める。 

 様式第１号中「細節」の次に「又は細々節」を、「その節」の次に「又は細節

」を加える。 

様式第２号を次のように改める。 



様式第２号（第１１条関係） 
 

予 算 流 用 伺 書 
     年度 

決

裁 

      

主
管
課 

   

合
議
課 

   

 

起 票 日  起 票 所 属  

流 用 減 流 用 増 

年 度  年 度  

会 計  会 計  

所 属  所 属  

予算区分  予算区分  

款  款  

項  項  

目  目  

事 業 
 

 
事 業 

 

 

節  節  

細 節  細 節  

細 々 節  細 々 節  

流 用 金 額 
 

流 用 金 額 
 

配 当 予 算 額  配 当 予 算 額  

流用充当済額  流用充当済額  

予 算 残 額  予 算 残 額  

差引予算残額  差引予算残額  

件

名 

 

摘

要 

 

 

 

 

 入 力  



 様式第５号を様式第６号とし、様式第４号を様式第５号とし、様式第３号を様

式第４号とし、様式第２号の次に次の１様式を加える。 



様式第３号（第１２条関係） 
 

予 備 費 充 当 伺 書 
     年度 

決

裁 

      

主
管

課 

   

合
議

課 

   

 

起 票 日  起 票 所 属  

予 備 費 充 当 先 

年 度  年 度  

会 計  会 計  

所 属  所 属  

予算区分  予算区分  

款  款  

項  項  

目  目  

事 業 
 

 
事 業 

 

 

節  節  

細 節  細 節  

細 々 節  細 々 節  

充 当 金 額 
 

充 当 金 額 
 

配 当 予 算 額  配 当 予 算 額  

流用充当済額  流用充当済額  

予 算 残 額  予 算 残 額  

差引予算残額  差引予算残額  

件

名 

 

摘

要 

 

 

 

 

入 力  



   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


